
1/14 

 

株 券 等 に 関 す る 手 数 料 及 び そ の 料 率 
 
                            平成 20 年１月４日現在 

１．株券等に関する業務規程（以下「業務規程」という。）第 111 条第２項に基づいて機構が定める同条第１項の手数料の料率は、次のとおりとする。この場合において、参加者(質

権者を含む。)は、下記の各手数料に消費税及び地方消費税の相当額を加算して機構に納入するものとする。 

（１）株券  

区 分 徴 収 対 象 者 徴 収 料 率 
  

預託手数料 
 
預託を行った参加者 

 
(1)1 日の預託株数が 5億株以下の部分 
(2)1 日の預託株数が 5億株超 10 億株以下の部分 
(3)1 日の預託株数が 10 億株超 20 億株以下の部分 
(4)1 日の預託株数が 20 億株超 30 億株以下の部分 
(5)1 日の預託株数が 30 億株を超える部分 

  
1 株につき     0 円 
1 株につき     0 円 
1 株につき    0 円 
1 株につき   0 円 
1 株につき  0 円 

振替手数料 別表第１第１号((１)株券)のとおりとする。 
 

交付手数料 
 
交付を受けた参加者(質権者を含む。) 

 
交付に係る株数 

 ただし、株券等に関する業務規程施行規則（以下「業務規程施

行規則」という。）第 60 条の 3 の規定に基づく交付請求による

交付に係る株数を除く。 

 
1 株につき     0.006 円 

 
保管手数料 

 
口座残高を有する参加者(質権者を含む。) 

 

 
(1)日々の保管残高の株数が 5億株以下の部分     
(2)日々の保管残高の株数が 5億株超 15 億株以下の部分 
(3)日々の保管残高の株数が 15 億株超 30 億株以下の部分 
(4)日々の保管残高の株数が 30 億株超 50 億株以下の部分 
(5)日々の保管残高の株数が 50 億株超 70 億株以下の部分 
(6)日々の保管残高の株数が 70 億株超 100 億株以下の部分 
(7)日々の保管残高の株数が 100 億株超 200 億株以下の部分 
(8)日々の保管残高の株数が 200 億株超 300 億株以下の部分 
(9)日々の保管残高の株数が 300 億株超 500 億株以下の部分 
(10)日々の保管残高の株数が 500 億株を超える部分 
 
ただし、DVP 口座に係る保管手数料については、受入予定証券残
高の数量を受方 DVP 参加者の保管残高に、担保指定証券残高の数量
を当該担保指定証券を預託した DVP 参加者の保管残高にそれぞれ加
算して得た株数に、(1)から(10)までに定める料率を適用して得られ
た金額から、各 DVP 参加者の参加者口座の保管残高について計算し
た保管手数料相当額を控除して得た金額の合計額とする。 
 

 
1 株につき 1 日当り 0.00005 円 
(1)の料率の 70％ 
(1)の料率の 60％ 
(1)の料率の 50％ 
(1)の料率の 40％ 
(1)の料率の 30％ 
(1)の料率の 20％ 
(1)の料率の 10％ 
(1)の料率の 5％ 
(1)の料率の 2.5％ 

  
（注）１．預託、交付、保管手数料の各徴収料率については、単元株制度における単元株式数（会社法第 188 条第１項の規定に基づき会社が定めた単元株式数をいう。以下同じ。）

が、1,000 株以外の場合には、上記の各料率に 1,000 を乗じた額を当該単元株式数で除して得た額、単元株制度の適用を受けない場合には、上記の各料率に 1,000 を乗じ
た額とする。ただし、機構が別に定める「大幅な株式分割等が行われた株券に係る手数料の料率の特例」（以下「特例株券の料率特例」という。）に規定する大幅な株式分
割等が行われた株券に該当することとなった株券（以下「特例株券」という。）に係る預託、交付、保管手数料の各徴収料率については、当該特例の規定を適用して得ら
れた額とする。 

（注）２．預託手数料については、法第 14 条第１項の規定により、機構に提出されて預託された株券の数量について徴収することとし、法第 19 条（これを準用する場合を含む。）
の規定により預託がされたものとみなされたものについては、徴収しない。 

（注）３．機構が参加者に対し、予め複数の預託日を指定した場合には、各指定日の当該参加者の預託株数の合計株数を１日の預託株数とみなす。 
（注）４. 保管手数料については、日々の最終保管残高に基づいて算出する。 
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（２）新株予約権付社債券 

区 分 徴 収 対 象 者 徴 収 料 率 
 
預託手数料 

 
預託を行った参加者 

 
預託に係る券面の総額  

 
各社債の金額につき 
 6 円 

振替手数料 別表第１第２号((２)新株予約権付社債券)のとおりとする。 

 
交付手数料 

 
交付を受けた参加者(質権者を含む。) 
 

 
交付に係る券面の総額 

 
各社債の金額につき 

 12 円 
 
(1) 日々の保管残高の 
券面の総額が 2,000 億円以下 

の部分 

(2) 日々の保管残高の 
券面の総額が 2,000 億円超 

5,000 億円以下の部分 

(3) 日々の保管残高の 
券面の総額が 5,000 億円を 

超える部分 

 

 
各社債の金額につき 

1 日当り 0.13 円 

 

各社債の金額につき 

1 日当り 0.12 円 

 

各社債の金額につき 

1 日当り 0.11 円 

 
保管手数料 

 
口座残高を有する参加者(質権者を含む。) 

ただし、DVP 口座に係る保管手数料については、受入予定証券残高の数量を受方 DVP

参加者の保管残高に、担保指定証券残高の数量を当該担保指定証券を預託した DVP 参加

者の保管残高にそれぞれ加算して得た券面の総額に、(1)から(3)までに定める料率を適

用して得られた金額から、各 DVP 参加者の参加者口座の保管残高について計算した保管

手数料相当額を控除して得た金額の合計額とする。 
  

（注）保管手数料については、日々の最終保管残高に基づいて算出する。 
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（３）投資証券 

区 分 徴 収 対 象 者 徴 収 料 率 
 

預託手数料 

 

 

 

 

 
預託を行った参加者 

 

 

 

 

 
(1)1 日の預託口数が 50 万口以下の部分 

(2)1 日の預託口数が 50 万口超 100 万口以下の部分 

(3)1 日の預託口数が 100 万口超 200 万口以下の部分 

(4)1 日の預託口数が 200 万口超 300 万口以下の部分 

(5)1 日の預託口数が 300 万口を超える部分 
 

 
1 口につき    3 円 

1 口につき    1 円 

1 口につき   0.5 円 

1 口につき   0.25 円 

1 口につき  0.125 円 
 

振替手数料 別表第１第３号((３)投資証券)のとおりとする。 

 
交付手数料 

 
交付を受けた参加者(質権者を含む。) 
 

 
交付に係る口数 

 
1 口につき    6 円 

 
保管手数料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
口座残高を有する参加者(質権者を含む。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
(1)日々の保管残高の口数が 50 万口以下の部分     

(2)日々の保管残高の口数が 50 万口超 150 万口以下の部分 

(3)日々の保管残高の口数が 150 万口超 300 万口以下の部分 

(4)日々の保管残高の口数が 300 万口超 500 万口以下の部分 

(5)日々の保管残高の口数が 500 万口超 700 万口以下の部分 

(6)日々の保管残高の口数が 700 万口超 1,000 万口以下の部分 

(7)日々の保管残高の口数が 1,000 万口超 2,000 万口以下の部分 

(8)日々の保管残高の口数が 2,000 万口超 3,000 万口以下の部分 

(9)日々の保管残高の口数が 3,000 万口超 5,000 万口以下の部分 

(10)日々の保管残高の口数が 5,000 万口を超える部分 

 
ただし、DVP 口座に係る保管手数料については、受入予定証券
残高の数量を受方 DVP 参加者の保管残高に、担保指定証券残高の
数量を当該担保指定証券を預託した DVP 参加者の保管残高にそれ
ぞれ加算して得た口数に、(1)から(10)までに定める料率を適用
して得られた金額から、各 DVP 参加者の参加者口座の保管残高に
ついて計算した保管手数料相当額を控除して得た金額の合計額
とする。 
 

 
1 口につき 1 日当たり 0.05 円 

(1)の料率の 70％ 

(1)の料率の 60％ 

(1)の料率の 50％ 

(1)の料率の 40％ 

(1)の料率の 30％ 

(1)の料率の 20％ 

(1)の料率の 10％ 

(1)の料率の   5％ 

(1)の料率の   2.5％ 

（注）１.金融商品取引所が定めた売買単位が１口以外の投資証券に係る預託、交付、保管手数料の各徴収料率については、上記の各料率を当該売買単位の口数で除して得た額とす
る。 

２.預託手数料については、法第 39 条の２において準用する法第 14 条第１項の規定により、機構に提出されて預託された投資証券の数量について徴収することとし、法第 39
条の２において準用する法第 19 条の規定により預託がされたものとみなされたものについては、徴収しない。 

３.保管手数料については、日々の最終保管残高に基づいて算出する。 
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（４）協同組織金融機関の優先出資証券 

区 分 徴 収 対 象 者 徴 収 料 率 
 

預託手数料 
 
預託を行った参加者 

 

 

 

 

 
(1)1 日の預託口数が 50 万口以下の部分 

(2)1 日の預託口数が 50 万口超 100 万口以下の部分 

(3)1 日の預託口数が 100 万口超 200 万口以下の部分 

(4)1 日の預託口数が 200 万口超 300 万口以下の部分 

(5)1 日の預託口数が 300 万口を超える部分 
 

 
1 口につき    3 円   

1 口につき    1 円 

1 口につき   0.5 円 

1 口につき   0.25 円 

1 口につき  0.125 円 
 

振替手数料 別表第１第４号((４)協同組織金融機関の優先出資証券)のとおりとする。 

 
交付手数料 

 
交付を受けた参加者(質権者を含む。) 

 
交付に係る口数 

 
1 口につき    6 円 

 
保管手数料 

 
口座残高を有する参加者(質権者を含む。) 

 
(1)日々の保管残高の口数が 50 万口以下の部分     

(2)日々の保管残高の口数が 50 万口超 150 万口以下の部分 

(3)日々の保管残高の口数が 150 万口超 300 万口以下の部分 

(4)日々の保管残高の口数が 300 万口超 500 万口以下の部分 

(5)日々の保管残高の口数が 500 万口超 700 万口以下の部分 

(6)日々の保管残高の口数が 700 万口超 1,000 万口以下の部分 

(7)日々の保管残高の口数が 1,000 万口超 2,000 万口以下の部分

(8)日々の保管残高の口数が 2,000 万口超 3,000 万口以下の部分

(9)日々の保管残高の口数が 3,000 万口超 5,000 万口以下の部分

(10)日々の保管残高の口数が 5,000 万口を超える部分 

 

ただし、DVP 口座に係る保管手数料については、受入予定証券
残高の数量を受方 DVP 参加者の保管残高に、担保指定証券残高の
数量を当該担保指定証券を預託したDVP参加者の保管残高にそれ
ぞれ加算して得た口数に、(1)から(10)までに定める料率を適用
して得られた金額から、各 DVP 参加者の参加者口座の保管残高に
ついて計算した保管手数料相当額を控除して得た金額の合計額
とする。 
 

 
1 口につき 1 日当たり 0.05 円 

(1)の料率の 70％ 

(1)の料率の 60％ 

(1)の料率の 50％ 

(1)の料率の 40％ 

(1)の料率の 30％ 

(1)の料率の 20％ 

(1)の料率の 10％ 

(1)の料率の   5％ 

(1)の料率の   2.5％ 

（注）１.預託手数料については、法第 39 条の５において準用する法第 14 条第１項の規定により、機構に提出されて預託された優先出資証券の数量について徴収することとし、法
第 39 条の５において準用する法第 19 条の規定により預託がされたものとみなされたものについては、徴収しない。 

   ２.保管手数料については、日々の最終保管残高に基づいて算出する。 
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別表第１（振替件数基準による振替手数料） 
（１）株券 

区 分 徴 収 対 象 者 徴 収 料 率 
 
(1)業務規程施行規則第41条第1項各号に規定する振替請
求（同一参加者の区分口座間の振替に係るものを除く。）
に基づく振替においては渡方及び受方となった参加者
（質権者を含む。）、同規則第 52 条第 1 項に規定する振
替請求に基づく振替においては渡方 DVP 参加者、同規則
第 53 条の 4 第 1 項若しくは第 2 項に規定する振替請求
又は同規則第 53 条の 5 第 1 項若しくは第 2 項に規定す
る振替請求（当該振替請求にDVP口座の受入予定証券残
高が充当される場合に限る。）に基づく振替においては
受方DVP参加者 
 

 
①当月の振替件数（ただし、次の②、③及び④に該当するものを
除く。） 
②当月の振替件数のうち、6 千件に月間業務取扱日数（当月の機
構の休業日以外の日数をいう。以下同じ。）を乗じた件数を超
える部分 
③当月の振替件数のうち、500 件に月間業務取扱日数を乗じた件
数以下の部分 
④当月の振替件数のうち、単元未満振替（振替 1件における振替
株数が当該株券の1単元の株式の数を下回る場合における当該
振替をいう。）に係る振替件数の部分（ただし、前②又は③に
該当しないものに限る。） 

  
1 件につき 180 円 
 
1 件につき ①の料率の 50％ 
 
 
1 件につき ①の料率の 50％ 
 
1 件につき ①の料率の 50％ 

 

(2)業務規程施行規則第 41 条第 1 項各号に規定する振替

請求（同一参加者の区分口座間の振替に係るものに限

る。）、同規則第 53 条の 3第 1項若しくは第 2項に規定

する振替請求又は同規則第53条の 5第 2項に規定する

振替請求（当該振替請求に DVP 口座の担保指定証券残

高が充当される場合であり、かつ、当該振替請求の原

因となる振替・交付・指定請求が、他の参加者の参加

者口座への振替請求でない場合に限る。）に基づく振替

において渡方及び受方となった参加者（質権者を含

む。） 
 

 

 

 
1 件につき 45 円 

 

 
振替手数料 

 
(3)日本証券クリアリングの決済に係る振替については、

日本証券クリアリング 
 

 
①当月の振替件数（ただし、次の②及び③に該当するものを除

く。） 

②当月の振替件数のうち、4 千件に月間業務取扱日数を乗じた件

数を超える部分 

③当月の振替件数のうち、500 件に月間業務取扱日数を乗じた件

数以下の部分 

 
1 件につき 90 円 

 

1 件につき ①の料率の 50％ 

 

1 件につき ①の料率の 50％ 

（注）１．振替手数料において規定する業務取扱日数に関しては、当月において参加者となった場合又は参加者が参加者口座を廃止した場合についての当該参加者に係る手数料の算
出にあたっては、参加者口座の開設の日数とする。 

２．日本証券クリアリングの決済に係る振替に関する振替手数料は、業務規程施行規則第 48 条第１項に規定する渡方現物清算参加者の参加者口座から日本証券クリアリング
の参加者口座(決済口)への振替及び日本証券クリアリングの参加者口座(決済口)から同項に規定する受方現物清算参加者の参加者口座への振替について、渡方現物清算参
加者にあっては渡方現物清算参加者の参加者口座から日本証券クリアリングの参加者口座(決済口)への振替における渡方及び受方に係る振替件数を、また、受方現物清算
参加者にあっては日本証券クリアリングの参加者口座(決済口)から同項に規定する受方現物清算参加者の参加者口座への振替における渡方及び受方に係る振替件数を、渡
方現物清算参加者又は受方現物清算参加者となった参加者毎に、集計した上で徴収料率を適用し算出して得た額の合計額とする。以下(2)新株予約権付社債券から(4)協同
組織金融機関の優先出資証券までの日本証券クリアリングの決済に係る振替に関する振替手数料の算出において同じ。 

 
 
 
 
 
 



6/14 

（２）新株予約権付社債券 

区 分 徴 収 対 象 者 徴 収 料 率 
 
(1)業務規程施行規則第 76 条において準用する同規則第 41 条第 1項各号に規定する振替請求（同一参加者の区分口座間

の振替に係るものを除く。）に基づく振替においては渡方及び受方となった参加者（質権者を含む。）、同規則第 52 条

第 1項に規定する振替請求に基づく振替においては渡方 DVP 参加者、同規則第 53 条の 4第 1項若しくは第 2項に規定

する振替請求又は同規則第 53 条の 5第 1項若しくは第 2項に規定する振替請求（当該振替請求に DVP 口座の受入予定

証券残高が充当される場合に限る。）に基づく振替においては受方 DVP 参加者 
 

 
1 件につき 200 円 
 

 
(2)業務規程施行規則第 76 条において準用する同規則第 41 条第 1項各号に規定する振替請求（同一参加者の区分口座間

の振替に係るものに限る。）、同規則第 53 条の 3第 1項若しくは第 2項に規定する振替請求又は同規則第 53 条の 5第 2

項に規定する振替請求（当該振替請求に DVP 口座の担保指定証券残高が充当される場合であり、かつ、当該振替請求

の原因となる振替・交付・指定請求が、他の参加者の参加者口座への振替請求でない場合に限る。）に基づく振替にお

いて渡方及び受方となった参加者（質権者を含む。） 
 

 
1 件につき 50 円 

 

 
振替手数料 

 
(3)日本証券クリアリングの決済に係る振替については、日本証券クリアリング 
 

 
1 件につき 100 円 
 

 
 

（３）投資証券 

区 分 徴 収 対 象 者 徴 収 料 率 
 
(1)業務規程施行規則第 96 条第 1項において準用する同規則第 41 条第 1項各号に規定する振替請求（同一参加者の区分

口座間の振替に係るものを除く。）に基づく振替においては渡方及び受方となった参加者（質権者を含む。）、同規則第

52 条第 1項に規定する振替請求に基づく振替においては渡方 DVP 参加者、同規則第 53 条の 4第 1 項若しくは第 2項に

規定する振替請求又は同規則第 53 条の 5第 1項若しくは第 2項に規定する振替請求（当該振替請求に DVP 口座の受入

予定証券残高が充当される場合に限る。）に基づく振替においては受方 DVP 参加者  
 

 
1 件につき 180 円 

 

 
(2)業務規程施行規則第 96 条第 1項において準用する同規則第 41 条第 1項各号に規定する振替請求（同一参加者の区分
口座間の振替に係るものに限る。）、同規則第 53 条の 3 第 1 項若しくは第 2 項に規定する振替請求又は同規則第 53 条
の 5 第 2 項に規定する振替請求（当該振替請求に DVP 口座の担保指定証券残高が充当される場合であり、かつ、当該
振替請求の原因となる振替・交付・指定請求が、他の参加者の参加者口座への振替請求でない場合に限る。）に基づく
振替において渡方及び受方となった参加者（質権者を含む。） 
 

 
1 件につき 45 円 

 

 
振替手数料 

 
(3)日本証券クリアリングの決済に係る振替については、日本証券クリアリング 
 

 
1 件につき 90 円 
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（４）協同組織金融機関の優先出資証券 

区 分 徴 収 対 象 者 徴 収 料 率 
 
(1)業務規程施行規則第 98 条第 1項において準用する同規則第 41 条第 1項各号に規定する振替請求（同一参加者の区
分口座間の振替に係るものを除く。）に基づく振替においては渡方及び受方となった参加者（質権者を含む。）、同規則
第 52 条第 1 項に規定する振替請求に基づく振替においては渡方 DVP 参加者、同規則第 53 条の 4 第 1 項若しくは第 2
項に規定する振替請求又は同規則第 53 条の 5第 1項若しくは第 2項に規定する振替請求（当該振替請求に DVP 口座の
受入予定証券残高が充当される場合に限る。）に基づく振替においては受方 DVP 参加者  
 

 
1 件につき 180 円 

 

 
(2)業務規程施行規則第 98 条第 1項において準用する同規則第 41 条第 1項各号に規定する振替請求（同一参加者の区
分口座間の振替に係るものに限る。）、同規則第 53 条の 3 第 1 項若しくは第 2 項に規定する振替請求又は同規則第 53
条の 5 第 2 項に規定する振替請求（当該振替請求に DVP 口座の担保指定証券残高が充当される場合であり、かつ、当
該振替請求の原因となる振替・交付・指定請求が、他の参加者の参加者口座への振替請求でない場合に限る。）に基づ
く振替において渡方及び受方となった参加者（質権者を含む。） 
 

 
1 件につき 45 円 
 

 
振替手数料 

 
(3)日本証券クリアリングの決済に係る振替については、日本証券クリアリング 
 

 
1 件につき 90 円 

 

 
２．業務規程第 111 条第２項の規定に基づいて機構が定める同条第１項の手数料以外の手数料及びその料率は、次のとおりとする。この場合において、参加者(質権者を含む。)
は、下記の各手数料に消費税及び地方消費税の相当額を加算して機構に納入するものとする。 
 

区  分 徴 収 対 象 者 徴 収 料 率 
 
(1)預託株券（次の

(2)から(4)までに

該当するものを除

く。） 

1 株につき 

 

 
 

 

 

 

預託株券の機構名義への書換の取次に要した費用を、預託株

数の総数で按分した額。 

 
株券の機構名義への書換の取次に係る手数料 

 
預託を行った参加者 

 
(2)預託特例株券（次

の(3)及び(4)に該

当するものを除

く。） 

1 株につき 

 

 
 

 

 

 

預託特例株券の機構名義への書換の取次に要した費用を、当

該預託株数の総数で按分した額。この場合において、当該徴

収料率は、特例株券ごとに算出するものとする。     
  

当該預託を行った参加者 
 
(3)預託株券（次の

(4)に該当するも

のを除く。）のう

ち、１参加者によ

り１日５億株超の

預託（機構が当該

参加者に対し、予

め複数の預託日を

指定した場合に

は、各指定日の当
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該参加者の預託株

数の合計株数を１

日の預託株数とみ

なす。次の(4)にお

いて同じ。）が行わ

れた場合の当該預

託株券 

当該預託株券につき

 

 

 

 

 

 

 

当該預託株券の機構名義への書換の取次に要した費用 
   

(4)預託特例株券の

うち、特例株券ご

とに１参加者によ

り１日５億株超の

預託が行われた場

合の当該預託特例

株券 

当該預託特例株券に

つき 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

当該預託特例株券の機構名義への書換の取次に要した費用 

 
協同組織金融機関の優先出資証券の機構名義へ

の書換の取次に係る手数料 

 
預託を行った参加者 1 口につき 

 
預託優先出資証券の機構名義への書換の取次に要した費用

を、預託口数の総数で按分した額 

投資証券の機構名義への書換の取次に係る手数

料 

 
預託を行った参加者 1 口につき 

 
預託投資証券の機構名義への書換の取次に要した費用を、預

託口数の総数で按分した額 
 
単元未満株式の買取請求の取次に係る手数料 

 
買取請求を行った参加者 

（質権者を含む。） 
 

 
1 件につき 

 
300 円 

ただし、機構が取り次いだ請求のうち、会社が無効としたもの

については、徴収しない。    
単元未満株式の買増請求の取次に係る手数料 

 
買増請求を行った参加者 
 

 
1 件につき 

 
 100 円 

ただし、機構が取り次いだ請求のうち、会社が無効としたもの 

については、徴収しない。    
自己株式の消却等に係る手数料 

 
業務規程施行規則第 60 条の 3第 1項に規

定する自己株式消却等通知書（兼交付請求

書）に基づく交付請求を行った参加者（同

条第 2項において準用する場合を含む。）
 

  
1 件につき 

 
 300 円 

 

 
1 通につき 

 
500 円 

 
参加者口座簿の写しの交付に係る手数料 

 
口座簿の写しの交付を受けた参加者 

（質権者を含む。）  

 

ただし、1通の枚数が 10 枚を超えるものについては、500 円に

その超える枚数 1枚につき 10 円を加算した額 
  

利札処理手数料 
 
預託新株予約権付社債の元利金の請求に

関する事務を機構に委任する参加者 
 

 
利札 1枚につき 

 
12 円 

 
償還本券処理手数料 

 
預託新株予約権付社債の元利金の請求に

関する事務を機構に委任する参加者 
 

 
償還本券 1枚につき 
 

 
12 円 
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利金請求事務手数料 

 
元利金支払事務取扱参加者 
 

 
利金支払金額 1円につき 

 
0.0018 円 

 
償還金請求事務手数料 

 
元利金支払事務取扱参加者 

 
償還金支払金額 1円につき
 

 
0.0003 円 

 
 
新株予約権の行使事務代行手数料 

 
預託新株予約権付社債券に係る新株予約

権の行使申出を行った参加者 

 
次の(1)の金額に(2)又は(3)により得られた金額を加算した額 

(1)新株予約権の行使 1件につき                    500 円 

(2)各社債の金額が 1,000 万円以下の場合は、新株予約権の行使を行った新株予約権

付社債券の各社債の金額1円につき                0.00006円 

(3)各社債の金額が 1,000 万円超の場合は、新株予約権の行使 1件につき、次の料率

とする。 

 イ 行使総額が 1億円以下の部分              (2)の料率 

 ロ 行使総額が 1億円超 10 億円以下の部分         (2)の料率の 70% 

 ハ 行使総額が 10 億円超の部分              (2)の料率の 60% 
  

取得条項付新株予約権付社債の全部取得に伴う

事務代行手数料 

 
取得条項付新株予約権付社債の全部取得

に伴う預託新株予約権付社債券の会社へ

の提出及び新たに交付される株式に係る

株券の受領等に関する事務を機構に委任

する参加者 

 
次の(1)の金額に(2)又は(3)により得られた金額を加算した額 

(1)新株予約権付社債券の提出1件につき                 500円 

(2)各社債の金額が 1,000 万円以下の場合は、提出する新株予約権付社債券の各社債

の金額1円につき                        0.00006円 

(3) 各社債の金額が 1,000 万円超の場合は、新株予約権付社債券の提出 1件につき、

次の料率とする。 

 イ 提出の総額が 1億円以下の部分              (2)の料率 

 ロ 提出の総額が 1億円超 10 億円以下の部分         (2)の料率の 70% 

 ハ 提出の総額が 10 億円超の部分              (2)の料率の 60% 
  

取扱廃止後株券の交付手数料 
 
交付を受けた参加者 

 
1.(1)の規定により適用される株券の交付手数料の徴収料率と同一とする。 

取扱廃止後株券の保管手数料 口座残高を有する参加者 
 
1.(1)の規定により適用される株券の保管手数料の徴収料率と同一とする。 

 
証券保管振替システムの統合 Web 端末の利用に 

係る手数料 

 
証券保管振替システムの統合 Web 端末を

利用する参加者 

  
(1)業務担当者ユーザID数が5以下の部分 

(2)業務担当者ユーザID数が5超10以下の部分 

(3)業務担当者ユーザID数が10を超える部分 
 

 
1 ユーザ ID につき 月額 1万円 

1 ユーザ ID につき 月額 5千円 

1 ユーザ ID につき 月額 1千円 

 

日本証券クリアリングが業務規程施行規則第
48 条第 2 項に規定する DVP 決済に基づく振替
を行った場合の処理に係る手数料 

 
日本証券クリアリング 平成 18 年 4月から平成 19 年 3月まで    6,655 千円 

 

(注)１．株券の機構名義への書換の取次に係る手数料は、単元株式数が 1,000 株以外の銘柄の場合には、預託株数に 1,000 を乗じた数を当該単元株式数で除して得た株数に読み替え、
単元株制度の適用を受けない銘柄の場合には、預託株数に 1,000 を乗じて得た株数に読み替えて、上記徴収料率を算出するものとする。 

２．金融商品取引所が定めた売買単位が１口以外の投資証券の機構名義への書換の取次に係る手数料は、預託口数を当該売買単位の口数で除して得た口数に読み替えて、上記徴収
料率を算出するものとする。 

３．機構名義への書換の取次に係る手数料は、４月から９月まで及び 10 月から翌年３月までのそれぞれの期間ごとに徴収料率を算出する。 
  ４．預託新株予約権付社債券に係る新株予約権の行使と同時に行う単元未満株式の買取請求の取次については、当該買取請求の取次に関する手数料を徴収しない。 
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附  則 

 

１ この改正規定は、平成 18 年４月１日から施行する。 
２ 振替手数料の額は、次の各号に掲げる期間においては、改正後の別表第１（以下「別表第１」という。）の規定にかかわらず、別表第１各号に定める徴収対象者の(1)及び(2)に

係る振替手数料については、別表第１各号に定める徴収対象者の(1)及び(2)に係る振替手数料の合計額と改正後の別表第２（以下「別表第２」という。）各号に定める徴収対象
者の(1)及び(2)に係る振替手数料の合計額を比較（別表第１各号及び別表第２各号に定める徴収対象者の(2)に係る振替に関し、業務規程施行規則第 53 条の 3第 2項に規定する
振替請求又は同規則第 53 条の 5 第 2 項に規定する振替請求（当該振替請求に DVP 口座の担保指定証券残高が充当される場合であり、かつ、当該振替請求の原因となる振替・交
付・指定請求が、他の参加者の参加者口座への振替請求でない場合に限る。）に基づく振替において渡方及び同規則第53条の3第1項に規定する振替請求に基づく振替において受
方となった参加者（質権者を含む。）に係る振替手数料については、それぞれの振替の相手先となった参加者（以下「各相手先参加者」という。）に対して別表第１各号及び別表第２
各号の該当する規定を適用して得られた金額を各相手先参加者毎に比較）し、また、別表第１各号に定める徴収対象者の(3)に係る振替手数料については、別表第１各号に定める徴
収対象者の(3)に係る振替手数料の額と別表第２各号に定める徴収対象者の(3)に係る振替手数料の額を渡方現物清算参加者又は受方現物清算参加者となった参加者毎に比較し、
それぞれに関し、別表第１により算出した額（以下「第１基準額」という。）が別表第２により算出した額（以下「第２基準額」という。）を上回る場合はその増加差額に一定割
合（次の各号に掲げる期間に規定する割合をいう。以下同じ。）を乗じて得た額に第２基準額を加えた額（ただし、別表第１各号に定める徴収対象者の(3)に係る振替手数料につ
いては、渡方現物清算参加者又は受方現物清算参加者となった参加者毎に算出して得た額の合計額とする。以下、第１基準額が第２基準額を下回る場合において同じ。）とし、
また、第１基準額が第２基準額を下回る場合はその減少差額に一定割合を乗じて得た額を第２基準額から差し引いた額とする。 

 
(1) 平成 18 年４月１日から平成 19 年３月 31 日まで  100 分の 40 
(2) 平成 19 年４月１日から平成 20 年３月 31 日まで  100 分の 60 
(3) 平成 20 年４月１日から平成 21 年３月 31 日まで  100 分の 80 
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別表第２（振替株数等基準による振替手数料） 

（１）株券  

区 分 徴 収 対 象 者 徴 収 料 率 
 
(1)業務規程施行規則第 41 条第 1 項各号に規定する振替請求
（同一参加者の区分口座間の振替に係るものを除く。）に基
づく振替においては渡方及び受方となった参加者（質権者
を含む。）、同規則第52条第 1項に規定する振替請求に基づ
く振替においては渡方 DVP 参加者、同規則第 53 条の 4 第 1
項若しくは第2項に規定する振替請求又は同規則第53条の
5第 1項若しくは第2項に規定する振替請求（当該振替請求
にDVP 口座の受入予定証券残高が充当される場合に限る。）
に基づく振替においては受方DVP 参加者 
 

 
(1)1 日の振替株数が 5千万株以下の部分 
(2)1 日の振替株数が 5千万株超 7千万株以下の部分 
(3)1 日の振替株数が 7千万株超 1億株以下の部分 
(4)1 日の振替株数が 1億株超 3億株以下の部分 
(5)1 日の振替株数が 3億株を超える部分 

 

 
 

 
1 株につき    0.0035 円 
(1)の料率の 70％ 
(1)の料率の 60％ 
(1)の料率の 50％ 
(1)の料率の 40％ 

 

 

 

 
(2)業務規程施行規則第41条第1項各号に規定する振替請求
（同一参加者の区分口座間の振替に係るものに限る。）、同
規則第 53 条の 3 第 1 項若しくは第 2 項に規定する振替請
求又は同規則第 53 条の 5 第 2 項に規定する振替請求（当
該振替請求にDVP口座の担保指定証券残高が充当される場
合であり、かつ、当該振替請求の原因となる振替・交付・
指定請求が、他の参加者の参加者口座への振替請求でない
場合に限る。）に基づく振替において渡方及び受方となっ
た参加者（質権者を含む。） 

 
 

 
(1)1 日の振替株数が 5千万株以下の部分 
(2)1 日の振替株数が 5千万株超 7千万株以下の部分 
(3)1 日の振替株数が 7千万株超 1億株以下の部分 
(4)1 日の振替株数が 1億株超 3億株以下の部分 
(5)1 日の振替株数が 3億株を超える部分 
 
ただし、業務規程施行規則第53条の3第2項に規定する振替請求又は同規
則第53条の5第2項に規定する振替請求（当該振替請求にDVP口座の担保指
定証券残高が充当される場合であり、かつ、当該振替請求の原因となる振替・
交付・指定請求が、他の参加者の参加者口座への振替請求でない場合に限る。）
に基づく振替において渡方となった参加者及び同規則第53条の3第1項に規
定する振替請求に基づく振替において受方となった参加者のこれらの振替に
係る振替手数料については、1日の振替株数を、それぞれの振替の相手先とな
った参加者（以下「相手先参加者」という。）における1日の振替株数に加算
した数量に(1)から(5)までの料率を適用して得られた金額から、相手先参加
者の 1 日の振替株数について計算した振替手数料相当額を控除して得た金額
の合計額とする。 

 
1 株につき     0.00175 円 
(1)の料率の 70％ 
(1)の料率の 60％ 
(1)の料率の 50％ 
(1)の料率の 40％ 

 

 
振替手数料 

 
(3)日本証券クリアリングの決済に係る振替については、日

本証券クリアリング 
 

 
振替に係る株数 

 
1 株につき 0.00175 円 

（注）１．徴収料率については、単元株制度における単元株式数（会社法第 188 条第１項の規定に基づき会社が定めた単元株式数をいう。以下同じ。）が、1,000 株以外の場合には、
上記の各料率に 1,000 を乗じた額を当該単元株式数で除して得た額、単元株制度の適用を受けない場合には、上記の各料率に 1,000 を乗じた額とする。ただし、特例株券
に係る徴収料率については、特例株券の料率特例の規定を適用して得られた額とする。 

２．日本証券クリアリングの決済に係る振替に関する振替手数料は、業務規程施行規則第 48 条第１項に規定する渡方現物清算参加者の参加者口座から日本証券クリアリング
の参加者口座(決済口)への振替及び日本証券クリアリングの参加者口座(決済口)から同項に規定する受方現物清算参加者の参加者口座への振替について、渡方現物清算参
加者にあっては渡方現物清算参加者の参加者口座から日本証券クリアリングの参加者口座(決済口)への振替における渡方及び受方に係る振替株数を、また、受方現物清算
参加者にあっては日本証券クリアリングの参加者口座(決済口)から同項に規定する受方現物清算参加者の参加者口座への振替における渡方及び受方に係る振替株数を、渡
方現物清算参加者又は受方現物清算参加者となった参加者毎に、集計した上で徴収料率を適用し算出して得た額の合計額とする。 
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（２）新株予約権付社債券 

区 分 徴 収 対 象 者 徴 収 料 率 
 
(1)業務規程施行規則第 76 条において準用する同規則第 41 条第 1項各号

に規定する振替請求（同一参加者の区分口座間の振替に係るものを除

く。）に基づく振替においては渡方及び受方となった参加者（質権者を

含む。）、同規則第 52 条第 1項に規定する振替請求に基づく振替におい

ては渡方 DVP 参加者、同規則第 53 条の 4第 1項若しくは第 2項に規定

する振替請求又は同規則第 53 条の 5第 1項若しくは第 2項に規定する

振替請求（当該振替請求に DVP 口座の受入予定証券残高が充当される場

合に限る。）に基づく振替においては受方 DVP 参加者 
 

 
振替に係る券面の総額         各社債の金額につき 6円 

 

 

 

 

 
 
 

 
(2)業務規程施行規則第 76 条において準用する同規則第 41 条第 1 項各号

に規定する振替請求（同一参加者の区分口座間の振替に係るものに限

る。）、同規則第 53 条の 3 第 1 項若しくは第 2 項に規定する振替請求又

は同規則第 53 条の 5 第 2 項に規定する振替請求（当該振替請求に DVP

口座の担保指定証券残高が充当される場合であり、かつ、当該振替請求

の原因となる振替・交付・指定請求が、他の参加者の参加者口座への振

替請求でない場合に限る。）に基づく振替において渡方及び受方となっ

た参加者（質権者を含む。） 
  

 
振替に係る券面の総額         各社債の金額につき 3円 

 

ただし、業務規程施行規則第 76 条において準用する同規則第 53 条の 3第 2項に規定

する振替請求又は同規則第 53 条の 5第 2項に規定する振替請求（当該振替請求に DVP

口座の担保指定証券残高が充当される場合であり、かつ、当該振替請求の原因となる振

替・交付・指定請求が、他の参加者の参加者口座への振替請求でない場合に限る。）に基

づく振替において渡方となった参加者及び同規則第53条の3第1項に規定する振替請求

に基づく振替において受方となった参加者のこれらの振替に係る振替手数料について

は、振替に係る券面の総額を、それぞれの振替の相手先参加者の振替に係る券面の総額

に加算した数量について、各社債の金額につき、3円を乗じて得られた金額から、相手

先参加者の振替に係る券面の総額について計算した振替手数料相当額を控除して得た金

額の合計額とする。 

 
振替手数料 

 
(3)日本証券クリアリングの決済に係る振替については、日本証券クリア
リング 

 
振替に係る券面の総額 

 
各社債の金額につき 3円 

（注）日本証券クリアリングの決済に係る振替に関する振替手数料は、業務規程施行規則第 76 条において準用する同規則第 48 条第１項に規定する渡方現物清算参加者の参加者口座
から日本証券クリアリングの参加者口座(決済口)への振替及び日本証券クリアリングの参加者口座(決済口)から同項に規定する受方現物清算参加者の参加者口座への振替に
ついて、渡方現物清算参加者にあっては渡方現物清算参加者の参加者口座から日本証券クリアリングの参加者口座(決済口)への振替における渡方及び受方に係る振替に係る券
面の総額を、また、受方現物清算参加者にあっては日本証券クリアリングの参加者口座(決済口)から同項に規定する受方現物清算参加者の参加者口座への振替における渡方及
び受方に係る振替に係る券面の総額を、渡方現物清算参加者又は受方現物清算参加者となった参加者毎に、集計した上で徴収料率を適用し算出して得た額の合計額とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13/14 

（３）投資証券 

区 分 徴 収 対 象 者 徴 収 料 率 
  
(1)業務規程施行規則第96条第1項において準用する同
規則第 41 条第 1項各号に規定する振替請求（同一参
加者の区分口座間の振替に係るものを除く。）に基づ
く振替においては渡方及び受方となった参加者（質権
者を含む。）、同規則第 52 条第 1項に規定する振替請
求に基づく振替においては渡方 DVP 参加者、同規則第
53条の4第1項若しくは第2項に規定する振替請求又
は同規則第 53 条の 5第 1項若しくは第 2項に規定す
る振替請求（当該振替請求に DVP 口座の受入予定証券
残高が充当される場合に限る。）に基づく振替におい
ては受方 DVP 参加者 
 

  
(1)1 日の振替口数が 5万口以下の部分 
(2)1 日の振替口数が 5万口超 7万口以下の部分 
(3)1 日の振替口数が 7万口超 10 万口以下の部分 
(4)1 日の振替口数が 10 万口超 30 万口以下の部分 
(5)1 日の振替口数が 30 万口を超える部分 

 

 

 
 

 

  
1 口につき 3.5 円 
(1)の料率の 70％ 
(1)の料率の 60％ 
(1)の料率の 50％ 
(1)の料率の 40％ 
 

 

 

 

 

 
(2)業務規程施行規則第96条第1項において準用する同
規則第 41 条第 1 項各号に規定する振替請求（同一参
加者の区分口座間の振替に係るものに限る。）、同規則
第 53 条の 3 第 1 項若しくは第 2 項に規定する振替請
求又は同規則第 53 条の 5 第 2 項に規定する振替請求
（当該振替請求にDVP口座の担保指定証券残高が充当
される場合であり、かつ、当該振替請求の原因となる
振替・交付・指定請求が、他の参加者の参加者口座へ
の振替請求でない場合に限る。）に基づく振替におい
て渡方及び受方となった参加者（質権者を含む。） 
 

 
(1)1 日の振替口数が 5万口以下の部分 
(2)1 日の振替口数が 5万口超 7万口以下の部分 
(3)1 日の振替口数が 7万口超 10 万口以下の部分 
(4)1 日の振替口数が 10 万口超 30 万口以下の部分 
(5)1 日の振替口数が 30 万口を超える部分 
 
ただし、業務規程施行規則第 96 条第１項において準用する同規則第

53 条の 3第 2 項に規定する振替請求又は同規則第 53 条の 5第 2項に規
定する振替請求（当該振替請求に DVP 口座の担保指定証券残高が充当さ
れる場合であり、かつ、当該振替請求の原因となる振替・交付・指定請
求が、他の参加者の参加者口座への振替請求でない場合に限る。）に基づ
く振替において渡方となった参加者及び同規則第53条の3第1項に規定
する振替請求に基づく振替において受方となった参加者のこれらの振替
に係る振替手数料については、1日の振替口数を、それぞれの振替の相
手先参加者における 1日の振替口数に加算した数量に(1)から(5)までの
料率を適用して得られた金額から、相手先参加者の 1日の振替口数につ
いて計算した振替手数料相当額を控除して得た金額の合計額とする。 

 
1 口につき 1.75 円 
(1)の料率の 70％ 
(1)の料率の 60％ 
(1)の料率の 50％ 
(1)の料率の 40％ 
 

 
振替手数料 

 

 

 
(3)日本証券クリアリングの決済に係る振替について

は、日本証券クリアリング 

 
振替に係る口数 

 
1 口につき  1.75 円 

（注）１．金融商品取引所が定めた売買単位が１口以外の投資証券に係る振替手数料の徴収料率については、上記の各料率を当該売買単位の口数で除して得た額とする。 
（注）２．日本証券クリアリングの決済に係る振替に関する振替手数料は、業務規程施行規則第 96 条において準用する同規則第 48 条第１項に規定する渡方現物清算参加者の参加者

口座から日本証券クリアリングの参加者口座(決済口)への振替及び日本証券クリアリングの参加者口座(決済口)から同項に規定する受方現物清算参加者の参加者口座へ
の振替について、渡方現物清算参加者にあっては渡方現物清算参加者の参加者口座から日本証券クリアリングの参加者口座(決済口)への振替における渡方及び受方に係る
振替口数を、また、受方現物清算参加者にあっては日本証券クリアリングの参加者口座(決済口)から同項に規定する受方現物清算参加者の参加者口座への振替における渡
方及び受方に係る振替口数を、渡方現物清算参加者又は受方現物清算参加者となった参加者毎に、集計した上で徴収料率を適用し算出して得た額の合計額とする。 
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（４）協同組織金融機関の優先出資証券 

区 分 徴 収 対 象 者 徴 収 料 率 
  
(1)業務規程施行規則第98条第 1項において準用する
同規則第 41 条第 1 項各号に規定する振替請求（同一
参加者の区分口座間の振替に係るものを除く。）に基
づく振替においては渡方及び受方となった参加者（質
権者を含む。）、同規則第 52 条第 1 項に規定する振替
請求に基づく振替においては渡方 DVP 参加者、同規則
第 53 条の 4 第 1 項若しくは第 2 項に規定する振替請
求又は同規則第 53 条の 5 第 1 項若しくは第 2 項に規
定する振替請求（当該振替請求に DVP 口座の受入予定
証券残高が充当される場合に限る。）に基づく振替に
おいては受方 DVP 参加者 
 

 
(1)1 日の振替口数が 5万口以下の部分 
(2)1 日の振替口数が 5万口超 7万口以下の部分 
(3)1 日の振替口数が 7万口超 10 万口以下の部分 
(4)1 日の振替口数が 10 万口超 30 万口以下の部分 
(5)1 日の振替口数が 30 万口を超える部分 

 

 

 

 

  
1 口につき   3.5 円 
(1)の料率の     70％ 
(1)の料率の 60％ 
(1)の料率の 50％ 
(1)の料率の 40％ 

 

 
 

 

  
(2)業務規程施行規則第98条第 1項において準用する
同規則第 41 条第 1 項各号に規定する振替請求（同一
参加者の区分口座間の振替に係るものに限る。）、同規
則第 53 条の 3 第 1 項若しくは第 2 項に規定する振替
請求又は同規則第 53 条の 5 第 2 項に規定する振替請
求（当該振替請求に DVP 口座の担保指定証券残高が充
当される場合であり、かつ、当該振替請求の原因とな
る振替・交付・指定請求が、他の参加者の参加者口座
への振替請求でない場合に限る。）に基づく振替にお
いて渡方及び受方となった参加者（質権者を含む。）

 

 

 

 

 

 

 
(1)1 日の振替口数が 5万口以下の部分 
(2)1 日の振替口数が 5万口超 7万口以下の部分 
(3)1 日の振替口数が 7万口超 10 万口以下の部分 
(4)1 日の振替口数が 10 万口超 30 万口以下の部分 
(5)1 日の振替口数が 30 万口を超える部分 
 
ただし、業務規程施行規則第 98 条第 1項において準用する同
規則第 53条の 3第 2項に規定する振替請求又は同規則第 53条の
5第 2項に規定する振替請求（当該振替請求に DVP 口座の担保指
定証券残高が充当される場合であり、かつ、当該振替請求の原因
となる振替・交付・指定請求が、他の参加者の参加者口座への振
替請求でない場合に限る。）に基づく振替において渡方となった
参加者及び同規則第 53 条の 3第 1項に規定する振替請求に基づ
く振替において受方となった参加者のこれらの振替に係る振替
手数料については、1日の振替口数を、それぞれの振替の相手先
参加者における1日の振替口数に加算した数量に(1)から(5)まで
の料率を適用して得られた金額から、相手先参加者の 1日の振替
口数について計算した振替手数料相当額を控除して得た金額の
合計額とする。 
 

  
1 口につき   1.75 円 
(1)の料率の     70％ 
(1)の料率の 60％ 
(1)の料率の 50％ 
(1)の料率の 40％ 
 

 
振替手数料 

 
(3)日本証券クリアリングの決済に係る振替について
は、日本証券クリアリング 

 
振替に係る口数 1 口につき   1.75 円 

（注）日本証券クリアリングの決済に係る振替に関する振替手数料は、業務規程施行規則第 98 条において準用する同規則第 48 条第１項に規定する渡方現物清算参加者の参加者口座
から日本証券クリアリングの参加者口座(決済口)への振替及び日本証券クリアリングの参加者口座(決済口)から同項に規定する受方現物清算参加者の参加者口座への振替に
ついて、渡方現物清算参加者にあっては渡方現物清算参加者の参加者口座から日本証券クリアリングの参加者口座(決済口)への振替における渡方及び受方に係る振替口数を、
また、受方現物清算参加者にあっては日本証券クリアリングの参加者口座(決済口)から同項に規定する受方現物清算参加者の参加者口座への振替における渡方及び受方に係る
振替口数を、渡方現物清算参加者又は受方現物清算参加者となった参加者毎に、集計した上で徴収料率を適用し算出して得た額の合計額とする。 


